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議案第９号参考資料２

○ 室蘭市建築基準法施行条例 新旧対照表

（昭和４３年条例第４０号）

改 正 後 改 正 前

別表（第５８条の１５関係） 別表（第５８条の１５関係）

認定、指定若しくは許可又

は認定若しくは許可の取消

し

手数料の金額 認定、指定若しくは許可又

は認定若しくは許可の取消

し

手数料の金額

１～８ （略） １～８ （略）

９ 法第５１条ただし書（法

第８７条第２項若しくは

第３項又は第８８条第２

項において準用する場合

を含む。）の規定に基づく

特殊建築物等の敷地の位

置の許可

（略） ９ 法第５１条ただし書（法

第８７条第２項若しくは

第３項又は第８８条第２

項において準用する場合

を含む。）の規定に基づく

特殊建築物等の敷地の位

置の許可

（略）

９の２ 法第５２条第６項

第３号の規定に基づく機

械室等に係る建築物の容

積率に関する特例の認定

１件につき ４１，０００円 （新設）

１０～１３ （略） １０～１３ （略）

１４ 法第５５条第２項の

規定に基づく建築物の高

さに関する特例の認定

（略） １４ 法第５５条第２項の

規定に基づく建築物の高

さに関する特例の認定

（略）

１４の２ 法第５５条第３

項の規定に基づく第一種

低層住居専用地域等内の

建築物の高さの特例に関

する許可

１件につき １７４，０００

円

（新設）

１５ 法第５５条第４項各

号の規定に基づく建築物

の高さに関する制限の適

用除外に係る許可

（略） １５ 法第５５条第３項各

号の規定に基づく建築物

の高さに関する制限の適

用除外に係る許可

（略）

１６ （略） １６ （略）

１７ 法第５７条第１項の

規定に基づく建築物の高

さに関する制限の適用除

外に係る認定

（略） １７ 法第５７条第１項の

規定に基づく建築物の高

さに関する制限の適用除

外に係る認定

（略）

１７の２ 法第５８条第２

項の規定に基づく高度地

区内の建築物の高さの特

例に関する許可

１件につき １７４，０００

円

（新設）

１８～３０ （略） １８～３０ （略）

３１ 法第８６条第２項の

規定に基づく一の敷地内

にあるものとみなされる

建築物に関する特例の認

定

１件につき ８０,０００円
（建築物（法第８６条第１項

に規定する建築等をしよう

とするものに限る。以下この

項において同じ。）が２以上

の場合は、１を超える建築物

の数に３５,０００円を乗じ
て得た金額を加算した金額）

３１ 法第８６条第２項の

規定に基づく一の敷地内

にあるものとみなされる

建築物に関する特例の認

定

１件につき ８０,０００円
（建築物（既存建築物及び附

属建築物を除く。以下この項

において同じ。）が２以上の

場合は、１を超える建築物の

数に３５,０００円を乗じて
得た金額を加算した金額）

３２ （略） ３２ （略）
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３３ 法第８６条第４項の

規定に基づく一の敷地内に

あるものとみなされる建築

物に関する特例の許可

１件につき １７４,０００
円（建築物（法第８６条第

１項に規定する建築等をし

ようとするものに限る。以

下この項において同じ。）が

２以上の場合は、１を超え

る建築物の数に３５,０００
円を乗じて得た金額を加算

した金額）

３３ 法第８６条第４項の

規定に基づく一の敷地内に

あるものとみなされる建築

物に関する特例の許可

１件につき １７４,０００
円（建築物（既存建築物及

び附属建築物を除く。以下

この項において同じ。）が２

以上の場合は、１を超える

建築物の数に３５,０００円
を乗じて得た金額を加算し

た金額）

３４～４４ （略） ３４～４４ （略）


